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●年金制度改正について

●協会けんぽ広島支部の保険料率は令和８年３月分（４月分納付）から

　変更されます

●令和8年度生活習慣病予防健診等

●医療機関等を受診する際は、マイナ保険証・資格確認書をご利用ください

●社会保険労務士会からのお知らせ

●社会保険協会からのお知らせ
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日本年金機構からのお知らせ
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日本年金機構からのお知らせ



協会けんぽ広島支部の保険料率は
令和８年３月分（４月納付分）から変更されます
※任意継続被保険者の方は、令和８年４月分の保険料率から変更となります

◆広島支部の健康保険料率引き下
げの要因の１つは、皆さまの健康
増進と医療費適正化の取り組み結果
です。

◆令和８年４月より、子育て世代を
支える新しい分かち合い・連帯の
仕組みとして、子ども・子育て支
援金制度が始まります。詳しくはこ
ども家庭庁ホームページをご覧くだ
さい。

（App Store)

（Google Play)

胃・大腸がん検診は除く

25,000円

2,500円

1,390円

40歳～74歳

20歳、25歳、30歳の被保険者

35歳～74歳の被保険者
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全国健康保険協会 広島支部からのお知らせ
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全国健康保険協会 広島支部からのお知らせ
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　  広島県社会保険労務士会からのお知らせ

広島県社会保険協会からのお知らせ

◎�予約の相談希望日の1か月前から前日まで受付しております。
◎�ご連絡の際は、 基礎年金番号や年金証書をご準備してください。
◎�お近くの街角の年金相談センターでも受付しております。

ねんきんのご相談・手続きは
街角の年金相談センター予約相談をご利用ください。
予約の申し込みは「予約受付専用電話」ヘ

0570-05-4890
《予約受付時間》毎週月曜日～金曜日（祝日を除く） 8:30～17:15

街角の年金相談センター広島
街角の年金相談センター福山

広島市中区橋本町10-10広島インテスビル１F
福山市東桜町1-21エストパルク６F

　当協会では、令和8年度も社会保険制度を正しくご理解いただくため、広報紙の発行やホームページの充実、
制度や事務に関する講習会等を実施します。
　年度始めの4月には、当会事業の様々なご案内をお送りしています。中でも会員特典として、
社会保険事務手続の基礎を学ぶ「養成講座」や、より広く詳しく学べる「キャリアアップセミナー」
を開催しますので、ぜひお申込みください。
　なお、お申込みは5月 14日（木）16時必着となっております。期限に遅れないよう、十
分ご注意ください。
　また、長年ご愛読いただいております冊子「社会保険事務便覧」は、昨年度の会費をご納入
いただいた会員事業所様へ、今年度もお届けいたします。
　日々の業務に、少しでもお役立ていただければ幸いです。

社 労 士 会 紛 争 解 決 セ ン タ ー
職場で起きた労使間のトラブルは、労働問題の専門家である社会保険労務士が運営する「社労士会
労働紛争解決センター広島」が簡易、迅速、無料で解決します。

①男女間賃金差異　②女性管理職比率　③職業生活に関する機会の提供　④家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
【企業等規模 101人以上～ 300人以下】　（３項目）
①男女間賃金差異　②女性管理職比率　③上記③または④のいずれか

【企業等規模 100人以下】　努力義務 

　男女間賃金差異・女性管理職比率の公表義務が従業員101人以上企業にも拡大されます。
【企業等規模 301人以上】　（４項目）

女性活躍推進法が改正されました！　－2026（令和８）年４月１日施行－

男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大

◆詳細はお近くの社会保険労務士、広島労働局にお尋ねください

“国家資格者の
社労士が

解決します”

法務大臣認証・厚生労働大臣指定

社労士会労働紛争解決センター 広島
お電話は ０５７０－０６４－７９４

受付時間：月曜日から金曜日までの9：00～17：00まで（12月29日～1月4日、祝日を除く）

一般財団法人 広島県社会保険協会　〒730－0011 広島市中区基町11－13　合人社広島紙屋町アネクス８階
TEL：082-224-1321　FAX：082-224-1330　URL：https://www.hiroshima-syahokyo.or.jp
〈写真提供〉　ピクスタ株式会社（PIXTA）
〈記事提供〉　日本年金機構広島東年金事務所・全国健康保険協会広島支部・広島県社会保険労務士会
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